
平成20年度事業評価書（事後）要旨  
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（整理番号1）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名：医政局指導課   

事業名  災害派遣医療チーーム（DMAT）研修事業   

基本目標l  

安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  
政策体系上の        施策目標1   

位置付け   地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること  
施策目標1－1  

日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が提供できる体制を整備すること   

緊急事態発生時に迅速に災害派遣医療チームを出動させる体制の整備を確保し、これまで以上に  
事業の概要     充実した救護活動ができるよう研修体制を整備するもの   

【評価結果の概要】  

（1）有効件の評価  

有効性の評価l  

災害発生時には、被災地域内の病院では診療機能が低下する上、被災患者が多数来院  
することから、重症患者に対して救急医療の提供が困難となる。  

この場合、被災地域外の災害派遣医療チーム（DMAT）研修を受けたDMATが病院支  
援を行うことで、重症患者は被災地域外へ後方搬送し機能の整った病院で高度な医療を  
提供することにより救命につながることになる。  

平成19年7月の新潟県中越沖地震では、15都県の39病院42チームが出動し、  
刈羽郡総合病院から重症患者をドクターヘリ等で被災地外の病院へ搬送するなど救命に  
寄与し、DMAT活動は高く評価されたところである。  

（2）効率性の評価  

効率性の評価l    DMATは、平成19年度末現在全国で441チーム養成したところであり、平成1  
9年7月の新潟県中越沖地震では42チーム、平成20年6月の岩手・宮城内陸地震で  
は36チームが出動し、病院支援活動等には支障は無かったところである。  

また、毎年10回（1回20チーム程度）以上の研修会を開催した結果、事前評価実  
施時における目標は達成したところである。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：67百万円）   
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アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

1  研修参加チーム数  10 0   15 0   184  
（200チーム以上／平成20  【50％】  【125％】  【217％】  

年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
事前評価時の目標は200チーム以上の参加となっているが、DMATの運用は、災  

害発生時に常時200チームが対応できる体制が必要であり、現在では、1000チー  
ム以上の養成を目標としている（  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閤の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号 2）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名：職業安定局公共職業安定所運営企画室   

事業名  地域職業相談室の体制整備について   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標1  

位置付け  
労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  

施策目標1－1  
公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること   

市区町村の要望等を勘案し、公共職業安定所と市区町村が共同で運営する地域職業相談室を設置  
し、市区町村独自の相談・情報提供業務と連携した職業相談・職業紹介を行うことにより、一層、  
求職者の再就職の促進を図ることとする。地域職業相談室では次のようなサービスを実施する。  

事業の概要         （1）市区町村庁舎等を活用し、インターネットによる各種情報、求人自己検索端末装置を活用し  
た求人情報の提供、求人の受理及び職業紹介を行う。  

（2）ハローワークインターネットサービスの閲覧や求人自己検索装置の設置を行い、より多くの  
求人情報の提供を図る。   

【評価結果の概要】  

公共職業安定所と市区町村との共同・連携した職業紹介等のサービス提供を求職者に  
身近な場所に開設された地域職業相談室で行うことにより、求職者の利便性の向上や効  
率的な就職活動につながり、目標以上の再就職が実現される結果となっている∩  

求職者の利便性も考慮し、公共職業安定所と市区町村との共同■連携した職業紹介等  
のサービス提供を行うために、公共職業安定所と市区町村が共同で運営する施設を設置  
するために、既存の施設や市区町村庁舎等を活用するなど、効率的に事業を実施してい  

（政策等への反映の方向性）  

平成21年度予算概算要求においては、既存の市区町村との共同事業を強化し、より広域地域を対象とした  
都道府県との共同事業を創設する等、見直しを行い、国と地方公共団体の共同就職支援事業（ふるさとハ  

施策に関する  

評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等   【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15   H16  H17  H18   H19  

1就職件数（件）  36   43   46  

【－％】  【－％】          （月平均30件以上／平成19  

年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：各都道府県労働局からの報告（職業安定局調べ）による。  
備考：地域職業相 数1室あたりの月平均である（  

アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は、目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

1相談件数（件）  205，234  396 483  489 928  

（301，196件以上／平成19  
年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：各都道府県労働局からの報告（職業安定局調べ）による。  

：平成17年摩は115．645件、平成18年摩は214．537件を計画数として設定したハ   
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施政方針演説等   年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閤の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号 3）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期：  平成20年8月  担当部局名・職業安定局地域雇用、   

事業名  地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  

政策体系上の           施策目標2   

位置付け   雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること  
施策目標2－1  

地域及び中小企業等における雇用機会の創出等を図るとともに産業の特性に応じた雇用の安定を  
図ること   

雇用機会が少ない等の地域において、雇用創造に自発的に取り組む市町村等が提案した、雇用機会  
事業の概要   の創出、能力開発、情報提供・相談等の事業の中から、コンテスト方式により雇用創造効果が高い  

ものを選抜し、当該市町村等に対しその事業の実施を委託する。   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

有効性の評価l  

アウトカム目標として設定した事業利用企業等における雇入数、事業利用求職者等の  
就職件数、アウトプット目標として設定した事業利用企業等の教、事業利用求職者等の  
数の全てを達成しており、有効な施策であったと考えられる（  

（2）効率件の評価  

効率性の評価 

地域の雇用失業情勢は、それぞれの地域が有する様々な特性に基づくものであり、各  
地域で効率的に雇用機会の創出を図るためには、地域の特性や実情に精通した地域の関  
係者の創意工夫や発想を活かした対策を実施することが必要である。本事業は、これら  
の趣旨を踏まえ、地域の関係者より事業に提案を受け付け、そのうちの雇用創造効果の  
高い事業の実施を委託するヰ）のであり、効率的な施策であったと考えられる∩  

（政策等への反映の方向性）  

本事業は平成20年度で終了。当該事業で得たノウ ハウは、平成19年度より実施している地域雇用創造推進  
事業に活用する。  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は、目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

ロ  事業利用企業等における雇   3，289   6，471   6，040  
入数（人）  【％】  【－％】  

施策に関する  
（協議会において年度ごと  

に設定した目標数を上回る  
評価結果の概  ／平成19年度）  

要と達成すべき  2  事業利用求職者等の就職件   8，155   9，744   5，427   
目標等  数（件）  【一％】  【％】  

（協議会において年度ごと  
に設定した目標数を上回る  
／平成19年膚）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：指標1及び2ともに、事業を実施する協議会からの実施結果報告（職業安  

定局調べ）による。  
備考：協議会とは、自発的に雇用創造に取り組む市町村・都道府県及び経済団体など  

により構成される地域雇用創活協議会を言う∩   
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アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

1  事業利用企業等の数（件）  14，877  20，417  15，006  
【－％】  【－％】           （協議会において年度ごと  

に設定した目標数を上回る  
／平成19年度）  

2  事業利用求職者等の数（人）  55，835  83，819  38，970  
【－％】  【－％】           （協議会において年度ごと  

に設定した目標数を上回る  
／平成19年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：指標1及び2ともに、事業を実施する協議会からの実施結果報告（職業安  

定局調べ）による。  

備考：協議会とは、自発的に雇用創造に取り組む市町村・都道府県及び経済団体など  
により構成される地域雇用倉服告協議会を言う（  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  
闇の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号 4）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期：平成20年8月  担当部局名：職業安定局若年者雇用対策室  

事業名  キャリア探索プログラム等による職業意識啓発の推進   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標3  

位置付け  労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること  
施策目標3－1  

高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること   

公共職業安定所が産業界と連携し学校において実施している、キャリア探索プログラム、ジュニ  
アインターンシップ等中高校生等を対象とした職業意識形成支援事業について、対象校の拡大、職  

事業の概要        場体験活動に係るコーーディネート機能の充実等拡充を図るため、以下のとおり実施する。  
ア 企業人等の講師派遣等による学校内での職業指導の拡充  
イ 職場体験活動等の拡充   

【評価結果の概要】  
l：1）有効性の評価  

近年、未内定のまま学校を卒業する者、及びフリーターの数が減少し、離職率につい  
ても、在学中における職業意識形成の成果と密接な関係があると考えられる就職後1年  
目の状況に改善傾向が見られるところである。このことは、本事業の実施によって、在  
学中の早期から働くことの意義、職場のルール、仕事の実態等に対する理解を深め、適  
性に即した職業選択・就職の実現と早期離職による失業、フリーター・ニート化の防止  
が図られたこと等の効果が大きいと評価できる（  

l：2）効率性の評価  

の産業・企業において働く者等の協力を得ることにより、具体的な職  
業理解を促すことができるため、費用的にも効率的である。  

また、参加生徒数の実績を見ると、予算を縮小しているにもかかわらず、平成17年度  
以降40万人超で推移しており、未内定卒業者教、フリーター教ともに減少を続けている  
ことから、効率的な運用がなされていろヰ、のと評価できるハ  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所用の予算を要求する。  
施策に関する  

（概算要求額：78百万円）  
評価結果の概  
要と達成すべき  

目標等  【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18   H19  

1  キャリア探索プログラム等    1，438   2，958   4，352   4，028   4，282  

開催回数（単位：回）  卜％】   卜％】   卜％】   卜％】   【一％】  

（）  

2  キャリア探索プログラム等    198，259  330，676  434，109  403，661  403，423  
参加生徒数（単位：人）  卜％】   卜％】   卜％】  【135％】  【101％】  
（40万人以上／平成19年度）  

3  ジ ュニアインターンシップ    92，179  94，763  103，629  59，140  73，300  

参加生徒数（単位：人）  卜％】   卜％】   【－％】   卜％】   卜％】  

（）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：各都道府県労働局からの報告（職業安定局調べ）による。  
備考：教育行政や産業界と連携・協力の上で、総合的な学習の時間等を活用し実施す  

るものであり、事前に目標設定することは困難であることから、指標1及び3は目  
標設定していないが、指標2については、目安として数値設定して実施した。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政           経済財政運営と構  ／」、・中学校段階から職業に関する教育を地域の協力も得て充実するとと   
平成16年6月4日    方針演説等内  造改革に関する基     もに、高校段階においては、より具体的な職業観の確立を目指した教育   

閤の重要政策  を強化する  

（主なもの）   
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（整理番号5）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名＝職業安定局若年者雇用対策室  

事業名  大学及び大学生に対する就職支援の強化   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標3  

位置付け  
労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること  

施策目標3－1  
高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること   

大学間・学生間の格差の拡大が認められる大学等卒業者の就職環境を踏まえ、大学等就職担当職  
員の技能向上を図るためのマニュアル開発、講習等の支援を新たに実施するとともに、学生職業総  
合支援センタ山システムの強化等により、未内定学生と未充足求人のマッチングの促進を図るた  

事業の概要           め、以下のとおり実施する。  
ア 大学就職支援機能サポート事業の実施  
イ 大卒未充足求人を活用した未内定学生に対するマッチング促進策  
ウ 大学生の就職・採用選考活動のあり方に係る検討会議の開催   

【評価結果の概要】  

（1）有効件の評価  

大学生の就職支援の中心となる大学の就職指導担当者等を対象とした就職指導担当者     セミナ 
ーの開催やマニュアルの提供等の支援を行うことで、大学独自の就職セミナーの  

開催やキャリアカウンセリングをはじめ、低学年からの職業意識啓発・未内定学生に対  
するサポートの強化が図られるなど、各大学において学生に対する就職支援体制が整備  
された。  
その結果、大卒就職者の就職率の上昇、及び就職も進学もしない無業者の割合の低下等、  
就職状況に改善が見られており、本事業が有効であったと評価できる∩  

（2）効率性の評価  

効率性の評価l  

本事業を推進する中でハローワークの有するノウハウが普及し、主体的な就職支援を  
実施できる大学が増加することに伴い、予算の見直しを行うことによって効率的に事業  
を実施している。  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所用の予算を要求する。  
（概算要求額：29百万円）  

施策に関する  

評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  アウトカム指標  

（達成水準／達成時期）  
※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  

H15  H16   H17  H18   H19  
1大学新規卒業者の就職率   93．1   93．5   95．3   96．3   96．9  

（単位：％）  【100％】  1100％】  【102％】  llOl％】  llOl％】  
（前年度以上／平成19年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：大学等卒業予定者就職内定状況等調査（厚生労働省、文部科学省共同によ  

るサンプル調査）による。  
備考：各年度の就職率は、卒業した年の4月1日現在の実績である。  

アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16   H17  H18   H19  

1マニュア／レ等配布大学数  702   709   726   744   756  

（単位：校）  【一％】  【％】  【－％】  【－％】   【－％】  
【 

■：調査名・資料出所、備考）  

備考：  

・本省・各都道府県労働局からの配布実績である。  
・マニュアル等についてはすべて．の大学への配布が前提であることから、目標達成  
率等は設定していないヰ）のである 
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施政方針演説等   年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号6）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名‥職業能力開発局能力評価課   

事業名  ものづくり立国の推進   

基本目標 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるよう環  
境整備をすること  

政策体系上の          施策目標 技能継承・振興のための施策を推進すること  
位置付け  

施策目標 3－1 技能継承・振興のための施策を推進すること   

（D若年者ものづくり人材育成促進事業  
ものづくり技能の魅力を啓発し新時代に適合した若年ものづくり人材を育成するため、「2007年  

ユニバーサル技能五輪国際大会」を契機とした若者技能者の育成のため の各種事業により若者の  
職業意識やものづくり技能尊重の気運を高める。  

・技能五輪国際大会出場選手に対する強化訓練の実施  

・企業の工場・訓練校、公共職業能力開発施設等の開放促進等によるものづくり体験の促進  

事業の概要  
・高度熟練技能者を活用した若年者等のものづくり人材育成支援  

（∋「ものづくり立国」の社会的基盤の整備  
「ものづくり立国」推進のため、「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」を活用しつつ、もの  

づくり技能の魅力を若者をはじめ国民各層へ周知し技能尊重気運の醸成を図り、ひいては、若者の  
就労促進を図る。  

・世界技能シンポジウム等の開催  

・ものづくり情報広報サイト等を活用した啓発・広報   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

有効件の評価 

シンポジウムやホームページ等によるものづくり情報の発信は、若年者をはじめ広く  
国民がものづくり技能に関心や理解を示す社会的素地を形成する契機となり、一方、「も  
のづくり体験教室や若年者ものづくり競技大会の開催」「技能五輪国際大会の選手強化」  
といった若年者を対象としたものづくり人材の育成の取組は、技能を習得したいという  
若年者のニ、一一－－－ズに応え、ものづくり産業への入職の促進等に繋がるものである。  
この2つの取組は、我が国の「ものづくり立国」としての推進■上、重要な2つの柱と位  
置付けられるものであった。  

平成19年11月に開催された「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」は、国家的プロ  
ジェクトとしても位置付けられながら、この2つの柱の中に重要な核として組み込まれ  
たが、多くの来場ととともに、日本選手が好成績を収めるなど、本事業の成果が発現す  
ろヰ、のケなった｛  

効率性の評価  

効率性の評価 

17年度から実施されている本事業は、3年目が一つの節目であったが、2007年問題  
背景としながら、同年に開催された「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」を、本事  
業推進上の”大きな山”と位置付け、大会との相乗効果が図られたことにより効率性は  
高かったヰ、のと評価する  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  

施策に関する  
（概算要求額：535百万円）   

評価結果の概  
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要と達成すべき 目等  
標  

アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※【】内は 目標達成率（実績値／達成水準）  
H15  H16  H17  H18  H19  

ロ  シンポジウム、フォーラム  7   5   1  

の開催数  

2  技能五輪国際大会の金メダ  7   5  

リスト等による実演数  
3  ものづくり休験教室の開催  87   189   99  

4  企業の工場・訓練校を対象  15   19  
にした講習会の開催数  

5  高度熟練技能者の派遣人目    1，237   1，128  1，615  2，181   2，463  

6  若年者ものづくり技能競技  203   224  
大会の参加選手数  

7  選手強化訓練人目  226   379   1，042  

8  ホームページのアクセス件  62，631  172，000  213，327  

数  
H15  H16  H17  H18  H19  

参考指標                 1  2007年ユニバーサル技能五  292，800  
輪国際大会の来場者数  【195．2％】  

（150，000人以上／平成19  
年度）  

2  3級技能検定の受検者数    72，306  78，337  105，349  141，102  159，606  
（前年度実績（141，120人）  

以上／平成19年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
1、2：民間団体に事業委託し実施された回数  
3、4、5：都道府県職業能力開発協会の調べによる。  
6、7：中央職業能力開発協会の調べによる。  
8：（財）2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会の調べによる。  

（参考指標）  

指標1は中央職業能力開発協会及び職業能力開発局調べによる。  
指標2は（財）2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会、静岡県調べ  
に上ろ  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

職業能力開発促進  
法及び中小企業に  
おける労働力の確  

保及び良好な雇用 の機会の創出のた  
年5月11日決議  

めの雇用管理の改  

善の促進に関する  
関係する施政  
方針演説等内  
闇の重要政策  

（主なもの）  財団法人2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会が平成19  
2007年ユニパーサ  年11月7日から同月21日まで静岡県において開催する2007年ユニバーサル  
ル技能五輪国際大  技能五輪国際大会に対し、関係行政機関は必要な協力を行うものとす  
平成17年11月11日                    会の日本開催につ  

いて  

（閣議了解）  
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（整理番号7）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名＝社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室   

地域活動支援センター機能強化事業  
事業名  

（小規模作業所への支援の充実強化事業）   

基本目標Ⅷ  
障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること  

施策目標1  

政策体系上の           必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障害者の地域における自立を支援す   
位置付け  ること  

施策目標1－1  

障害者の地域における自立を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地域における支援体制  
を整備すること   

事業の概要  小規模作業所に対し、新たな施設類型への円滑な移行のために必要な知識等の修得、及び人材育 成・資質向上のための研修事業の実施等を行う。   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

効性の評 

小規模作業所の新体系への移行率は、平成18年10月時点で12．9％、平成19年10月時点で  
43・7％と着実に進んでおり、当該効果は、他の規制緩和等の施策とあいまって本事業の  
効果が現出したものであると考えられる。  

）効率性の評価  

効率性の評価l  

・小規模作業所の新体系への移行を促すことにより、既存の資源を活用して、より安    「コで質の高いサービスを提供できる事業所を創出することにつながることから、特に△  
司的に不足する障害福祉サービスの基盤を強化することが喫緊の課題となる中にあっ  
∴ このようなサービス基盤の整備の観点からも本事業は効率的であると考えられる。  
・さらに、本事業による小規模作業所の安定的かつ本格的なサービスの提供を通じて、  

施策に関する  章害者の就労等による自立を促すことになるため、社会全体にとっても効果的であると  
評価結果の概  ，「えられる。  
要と達成すべき  
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

本事業は平成17年度限りで廃止しており、今後は、新体系への移行を進めるため、引き続き既に講じている  
規制緩和施策の効果を見定めるとともに、「障害者自立支援法円滑施行特別対策」において実施している小規  
模作業所等の新体系への移行促進策を着実に実施する。   
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アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

※   内は 目標達成率（実績値／達成水準）・  
H15  H16  H17  H18  H19  

1  移行作業所数  751  2，553  
【 ％】   r ％】   【 ％】   【12．9％】   【43．7％】  

2  

【 ％1   【％】   【 ％】   【％】   【 ％】  

（調査名・資料出所、備考）  
障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ。  
なお、アウトプット指標である移行作業所数は障害者自立支援法の体系（新体系）  

の移行を指すものであることから、障害者自立支援法の施行された平成18年度以降の実  
穎値についてのみ記載することが可能なものであり、平成17年度以前の計数は存在しな  
V＼〈  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閣の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号8）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名‥社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課   

事業名  重度障害者在宅就労促進特別事業   

基本目標Ⅷ  
障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること  

施策目標1  
政策体系上の           必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障害者の地域における自立を支援す   

位置付け  ること  
施策目標1－1  

障害者の地域における自立を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地域のおける支援体制  
を整備することこと   

在宅の重度障害者を対象にITを活用した企業からの仕事の受注・分配等を行う在宅就労事業者  
事業の癖要     （バーチャル工房）に対して補助を行うとともに、工房を利用する障害者の技術指導等にかかる支  

援を実施する。   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

有効性の評価 

平成17年度の重度障害者在宅就労促進特別事業の利用者数は139人であったが、  
、成18年度は294人と増加しており、在宅就業障害者の就業機会は着実に確保され  
、いると評価できる。  

（2）効率性の評価  
効率性の評価  

就業の機会を得ることができなかった通勤の困難な在宅の重度障害者にとって、在  
宅就労の場を拡大することは喫緊の課題であったが、本事業により、従来就労が困難  
であるとされてきた重度障害者が労働者として働くことが可能となり、ひいては本人  
の経済的な自立にもつながることから、効率性においても高く評価できる。なお、本  
事業は平成17年度に廃止となったが、事業の趣旨は、障害者自立支援法に規定する  
地域生活支援事業に引き継がれているところである。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  

目標等  
政策評価を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。   
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アウトカム指標  
（達成水準／達成時期）  

H15  H16  H17  H18  H19  
1在宅雇用者、在宅起業者数  65人  168人  今後集計  

．予定  

（調査名・資料出所、備考）  
指標1は、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べによるが、平成19年度の数  
は、平成20年度内に集計予定である。  

アウトプット指標  
（達成水準／達成時期）  

H15IH16   H17  H18  H19  
1在宅就労の訓練者数  74人  126人  今後集計 予定  

（調査名一資料出所、備考）    指標1は、社会・援護局障害福祉部障害福祉課調べによるが、平成19年度の数値は、  
、′成20年度内に集計予定である。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

急速に進展する高度情報通信社会において障害者の社会参加を一層推進  

障害者基本計画  
するため、テジタル・ディバイド（ITの利用機会及び活動能力による  

（閣議決定）  
格差）解消のための取組を推進する。  
特に、ITの利用・活用が障害者の働く能力を引き出し経済的自立を促  

関係する施政            「Ⅲ重点的に取 り組むべき課題」   平成14年12月24日                          す効果は大きいことから、その積極的な活用を図る。  方針演説等内     また 
、障害者が地域で安全に安心して生活できるよう、ITの活用によ   

闇の重要政策  る地域のネットワークを構築する。  

（主なもの）  
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（整理番号9）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名二社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課   

事業名  発達障害者支援体制整備事業   

基本目標Ⅶl  

障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること  
施策目標1  

政策体系上の           必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障害者の地域における自立を支援す   
位置付け  ること  

施策目標1－1  

障害者の地域における自立を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地域における支援体制  
を整備すること   

発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、  
全ての都道府県・指定都市に発達障害支援の検討委員会を設置するとともに、各都道府県・指定都  

事業の概要        市の管内にある障害保健福祉圏域のうちの一つにおいて個別支援計画の作成や発達支援等、支援体  
制の整備を実施する。   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

有効性の評価 

平成17年度の個別支援計画の作成件数は82件であったが、平成18年度において  
ま356件と増加しており、またこの数値はモデル的に実施した障害福祉圏域での集計  

のため、管内全体の障害福祉圏域に波及している地域においては、さらに件数は増加  
していると考えられ、個別支援計画の作成を含めた支援体制の整備は着実に進んできて  
、ると評価できる。  

率性の評価  

効率件の評価l    各自治体からの報告によれば、障害福祉圏域で実施したモデルを管内の障害福祉圏域  
に波及した地域も多く、具体的には保育所や幼稚園の巡回指導の実施や発達障害者支援  
センターとの連携、管内全体での個別支援計画の作成等、支援体制の整備は進んできて  
おり、効率性の面からヰー評価できる 

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  （政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。   
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l  

H15   H16   H17   H18   H19  
1個別支援計画作 8 2   3 5 6   908  

‥件）  

（調査名・資料出所、備考）  
旨標1は各自音台体より提出された実績報告書によるものである。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

「障害者基本計画」  【■各自治体においてネットワーク作りを効果的に促進するためのモデル  
関係する施政            に基づく「重点施策 実施5か年計画」   平成19年12月        事例集」を平成21年度までに策定する。  
方針演説等内                          ′  

閣の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号10）  

平成20年度事業評価書（事後）要旨   

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名：社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室  

事業名  日中－一時支援事業（障害児タイムケア事業）   

基本目標Ⅷ  
障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること  

施策目標1  

政策体系上の           必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障害者の地域における自立を支援す   
位置付け  ること  

施策目標1－1  
障害者の地域における自立を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地域における支援体制  

を整備すること   

日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動  
事業の概要     の場を提供し、見守り及び社会に適用するための訓練等を行う。   

【評価結果の概要】  

（1）有効性の評価  

有効件の評価 

・これまで障害のある中高生の預かり等を行うサー，ビスの基盤整備がなされていなかっ  
こが、本事業により、障害のある中高生の放課後や夏休みなどの長期休暇中に活動する  
所を身近なところに確保することが可能となり、平成17年度においては約13万人を弄  
に事業を実施した。  

・地域生活支援事業の「日中【時支援事業」として引き継がれた後にあっても、当該  
∈の実施市町村数は平成18年度の1，397市町村から平成19年度の1，508市町村（速報値）  
こ増加していることにかんがみれば、本事業に対するニーズは依然として高く、本事業  

件を示すヰ、ので矛）ろと老身る∩  

率性の評価  

・障害のある中高生の預かり等を行うサービスの基盤整備に対するニーズは高い一方  
で、障害のある中高生が活用できる－一般施策はほとんどなかったため、本事業の創設に  
よる政策効果は高いと評価できる。  
・本事業により、障害のある中高生の放課後や夏休みなどの長期休暇中に活動する場所  
を身近に確保することが可能となった。  
・また、本事業は障害者自立支援法の施行に伴い「日中一時支援事業」に引き継がれた  
ことにより、地域の特性や利用者の状況に応じて市町村の判断により地域の実情に応じ  
て実施することができるようになったことから、より柔軟な形態で事業を効率的・効果  
的に実施することが可能となっている。  

施策に関する  
（政策等への反映の方向性）   

評価結果の概   

要と達成すべき   、、   的・効果的な事例を示すなどにより、適切に事業が展開されるよう促すとともに、平成21年度予算概算要求に  
目標等   おいて所要の予算を要求する。   
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成19年の集計結果は、本年9月中に公表予定  
だし、本事業は平成17年度に創設されたため、平成16年度以前の数値は記載 
い。また、本事業の内容は平成18年度以降地域生活支援事業である「日中一時 
業」に引き継がれ事業体系が変更されたことに伴い対象者が変わったため、単純 
を行うことはできない。  

部障害福祉課調べによる。  
本年9月中に公表予定  

17年度に創設されたため、平成16年度以前の数値は記載で  
内容は平成18年度以降地域生活支援事業である「日中一時支  
業体系が変更されたことに伴い対象者が変わったため、単純な  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針濱説等内  

閤の重要政策  
（主なもの）  
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